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東海市条例第１５号 

 

東海市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

東海市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４４年

東海市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

職名 支給区分 報酬の額（円） 

教育委員会委員 月額 ５６，０００

農業委員会     

会長 月額 ３１，５００

委員 月額 ２９，０００

監査委員     

識見を有する者のうちから選任さ

れた監査委員 

月額 １０５，０００

議会の議員のうちから選任された

監査委員 

月額 ５１，５００

選挙管理委員会     

委員長 月額 ２６，５００

委員 月額 ２４，５００

福祉事務嘱託医 月額 １０３，０００

農地利用最適化推進委員 月額 ２９，０００

選挙長 １回 １６，０００

投票所の投票管理者 日額 １８，５００

期日前投票所の投票管理者 日額 １６，５００

開票管理者 １回 １６，０００

選挙立会人 １回 １３，０００

投票所の投票立会人 日額 １５，５００円（事務に従事し

た時間が７時間以下の場合にあ

っては、当該額の２分の１の額）

期日前投票所の投票立会人 日額 １３，５００円（事務に従事し

た時間が６時間以下の場合にあ

っては、当該額の２分の１の額）

開票立会人 １回 １３，０００

学校医 

学校歯科医 

年額 次に掲げる額の合計額 

 基本額 ３４３，０００円 

 人数割 

ア 児童又は生徒１人につき 



3 

１，４００円 

イ 教職員１人につき １，

５００円 

 出校回数割 

１回につき ４０，０００円 

学校薬剤師 年額 次に掲げる額の合計額 

 基本額 ２００，０００円 

 出校回数割 １回につき 

２１，０００円 

保育園嘱託医 年額 次に掲げる額の合計額 

 基本額 ３４３，０００円 

 人数割 １人につき １，

４００円 

 出園回数割 １回につき 

４０，０００円 

あすなろ学園嘱託医 年額 次に掲げる額の合計額 

 基本額 ３４３，０００円 

 人数割 １人につき １，

４００円 

 出園回数割 １回につき 

４０，０００円 

保健福祉センター嘱託医 日額 ７３，０００円（事務に従事し

た時間が３時間３０分以下の場

合にあっては、当該額の２分の

１の額） 

市嘱託医 日額 ４０，０００

特定疾病認定審査会委員 日額 ４０，０００

障害者介護給付認定審査会     

会長 日額 ２５，０００

委員 日額 ２２，０００

その他の非常勤の職員 日額 日額１０，０００円以内におい

て市長が定める額 

別表第２（第３条関係） 

報酬区分 支給区分 報酬の額（円） 

年額報酬 年額 団長               ２４３，０００ 

副団長              １７３，５００ 

分団長              １２３，０００ 

副分団長              ９９，５００ 

部長                ５２，５００ 

副部長               ４３，５００ 

班長                ３６，５００ 

団員                ３６，５００ 

出動報酬 日額 ８，０００円（事務に従事した時間が２時間以上４時

間未満の場合にあっては当該額の２分の１の額、当該

時間が２時間未満の場合にあっては当該額の４分の１
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の額） 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


